
 
 

 

 

 

 

川崎市版 

児童発達支援 

ガイドライン 

 

 

 

 

 

令和６年９月策定 

川崎市健康福祉局  

障害保健福祉部 障害者施設指導課 



 
 

はじめに  

 

児童発達支援は、平成２４年４月１日施行の児童福祉法（昭和２２年法律第１６４

号、以下「法」という）改正による障害児施設・事業の一元化により、主に就学前の

障害のあるこどもを対象に発達支援を提供するものとして位置付けられました。平成

３０年４月には、法改正当初から事業を運営し始めている事業者は６年間の期間が満

了し、初めて指定更新の時期を迎えました。この間、利用する子どもの人数、費用及

び事業所の数が大幅に増加する一方で、支援の質に関する課題が繰り返し叫ばれ、こ

うした現状を踏まえて事業をとりまく体制も変化を続けてきました。令和３年に「障

害児通所支援の在り方に関する検討会」が開催され、制度改正等も視野に議論され、

同年１０月には報告書がとりまとめられました。同報告書でとりまとめられた内容に

ついては、社会保障審議会障害者部会においても議論がなされ、令和３年１２月に

「障害者総合支援法改正法施行後３年の見直しについて 中間整理」において、今後

の障害児通所支援における検討の方向性が示されました。同中間整理において示され

た内容を踏まえ、児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的な役割を

担う機関であることの明確化や、児童発達支援における「福祉型」と「医療型」の一

元化等、法改正が必要な事項について、令和４年の通常国会に児童福祉法の改正法案

が提出され、同年６月に成立、令和６年４月に施行されました。運営基準の遵守、監

査の強化、さらには指定基準の見直しなど、年々制度は厳格化しております。 

全ての子どもの最善の利益を保証し健全な育成を図るために、川崎市内の全ての事

業所が、法律、条例、各種通知等に沿った質の高いサービスを提供する必要がありま

す。 

しかし、上記のような変遷を以てしてもなお、川崎市における事故や苦情、及び不

適切な対応等についての通報等は後を絶たず、同じ市内の事業所の中でも支援の質に

開きが出ているのが現実です。 

 

そこで今回、国ガイドラインを適宜参照・引用しながら、川崎市の実情等を踏まえ

た「川崎市版児童発達支援ガイドライン」を策定しました。 

川崎市版も国ガイドラインと同様に、支援の基本的事項を示したものです。 

各事業所におかれましては、支援の現場で悩んだ時、立ち止まった時、又はミーテ

ィングや研修を実施する時などに、支援の質の向上を図るための材料としてお役立て

いただけたら幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

○ 本 書 は 、 令 和 ６ 年 ９ 月 時 点 の 内 容 で 編 集 し て い ま す 。  

〇 全 体 の 構 造 は 、 第 １ 部 と し て こ ど も 家 庭 庁 発 出 の ガ イ ド ラ イ ン を 原 文 の ま ま 掲 載 し て お り ま す 。 第 ２ 部 と し て こ

ど も 家 庭 庁 の ガ イ ド ラ イ ン を 抜 粋 し 、 川 崎 市 の 解 釈 を 掲 載 し て お り ま す 。 抜 粋 し て い な い 部 分 に つ い て は 、 こ ど

も 家 庭 庁 の ガ イ ド ラ イ ン を そ の ま ま 使 用 し て く だ さ い 。  
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